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教
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委
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会
規
則
第
九
号 

 
広
島
県
立
特
別
支
援
学
校
の
就
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
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広
島
県
立
特
別
支
援
学
校
の
就
学
区
域
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
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広
島
県
立
特
別
支
援
学
校
の
就
学
区
域
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
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第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
四
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
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改
め
る
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附 

則 

 

こ
の
教
育
委
員
会
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

対 

象 

者 
校 

 
 

名 

独

立

行

政

法

人

国

立

病

院

機
構

広

島

西

医

療

セ
ン

タ

ー

に

入

院

し

て

い

る

者(

入

院

す

る

見
込

み

の
者
を

含
む
。)

 

広
島
県
立
広
島
西
特
別
支
援
学

校 

広
島
県
立
広
島
特
別
支
援
学
校 

 

広
島
市
、
呉
市
、
三
原
市
（
大
和
町
に
限
る
。

）
、
府
中
市
（
上
下
町
に
限
る
。
）
、
三
次

市
、
庄
原
市 

、
大
竹
市
、
東
広
島
市
（
安
芸
津

町
を
除
く
。
）
、
廿
日
市
市
、
安
芸
高
田
市
、

江
田
島
市
、
安
芸
郡
及
び
山
県
郡 

広
島
県
立
福
山
特
別
支
援
学
校 

 

竹
原
市
、
三
原
市
（
大
和
町
を
除
く
。
）
、
尾

道
市
、
福
山
市
、
府
中
市
（
上
下
町
を
除
く
。

）
、
東
広
島
市
（
安
芸
津
町
に
限
る
。
）
、
豊

田
郡
、
世
羅
郡
及
び
神
石
郡 

広
島
県
立
広
島
特
別
支
援
学
校 

 

広
島
市
、
呉
市
、
三
次
市
、
庄
原
市 

、
大
竹

市
、
廿
日
市
市
、
安
芸
高
田
市
、
江
田
島
市
、

安
芸
郡
及
び
山
県
郡 

広
島
県
立
福
山
特
別
支
援
学
校 

 

竹
原
市
、
三
原
市
、
尾
道
市
、
福
山
市
、
府
中

市
、
豊
田
郡
、
世
羅
郡
及
び
神
石
郡 

広
島
県
立
西
条
特
別
支
援
学
校 

 

東
広
島
市 


